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【Ⅰ－６（充実が求められる領域／歯科医療の充実）－②】 

在宅及び障害者歯科医療の後方支援病院の機能強化 
骨子【Ⅰ－６－(1)】 

第１ 基本的な考え方 

 

１．地域における在宅及び障害者歯科医療を後方支援する病院歯科の機能

をより適切に評価する観点から、在宅及び障害者歯科医療を実施してい

る歯科診療所からの求めに応じて当該医療を行っている患者を受け入れ

た場合の歯科の外来及び入院医療の評価を行う。 

 

２．病院歯科においては、入院医療を受ける患者の割合は約 1.5 ％とわず

かであり、患者の多くは外来診療を受けている。歯科診療所と比べると

より専門性の高い歯科医療が提供されている場合があるが、歯科診療所

と共通した歯科医療が提供されることが多く、こうした診療状況等から、

歯科診療所及び病院歯科の基本診療料については、歯科診療報酬上、同

様の評価を行っている。ただし、地域歯科診療を支援する機能を有する

病院歯科については、一定の施設基準を設定した上で、その病院歯科の

機能に着目した評価を行っている。こうした地域の歯科診療を支援する

病院歯科の機能については、在宅及び障害者歯科医療においても強化を

図る必要があり、係る観点から、病院歯科機能の評価のあり方の見直し

や、歯科診療所における歯科治療が困難な在宅療養患者や障害者を受け

入れている場合の評価を行う。 

 

 

第２ 具体的な内容 

 

１．地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準の見直し等 

 

地域における在宅及び障害者歯科医療の後方支援としての病院歯科の

機能を評価する観点から、歯科診療所による在宅歯科医療又は障害者歯

科医療が困難であると判断される患者に対して、連携している病院歯科

が適切な外来診療を行った場合の評価を行うため、地域歯科診療支援病

院歯科初診料に係る施設基準の見直し等を行うとともに、在宅歯科医療




